
補償コンサルタント登録規程

１．案内情報

① 手続名 ：補償コンサルタントの登録・更新・追加・変更・現況報告・廃

業（以下、登録等とする）に係る申請・届出

② 手続根拠 ：補償コンサルタント登録規程（昭和５９年９月２１日建設省告

示第１３４１号）

③ 手続対象者 ：補償コンサルタント登録規程に定める登録等を申請・届出する

補償コンサルタント

④ 提出時期 ：随時（更新は登録の有効期間満了の日の９０日前から３０日前

までの間、変更は３０日以内、登録の一部又は全部消除にかか

、 ）るものは２週間以内 現況報告書は毎営業年度経過後４月以内

⑤ 提出方法 ：登録等に係る申請書等を作成し、登録申請者又は登録業者の本

店所在地を管轄する地方整備局又は北海道開発局、沖縄総合事

（ 、 ） 。務局 以下 地方整備局等とする の担当課へ提出して下さい

⑥ 手数料 ：無し

⑦ 添付書類・部数 ：登録規程第４条第３項に掲げる書類等のうち必要なもの・１部

⑧ 申請書様式 ：登録申請書、登録追加申請書、変更届出書、現況報告書

⑨ 記載要領・記載例：提出先となる地方整備局等の担当課にお問い合わせ下さい。

２．窓口情報

① 提出先 ：

北海道開発局開発監理部用地課 ０１１－７０９－２３１１（代表）

東北地方整備局用地部用地第一課 ０２２－２２５－２１７１（代表）

関東地方整備局用地部用地第一課 ０４８－６０１－３１５１（代表）

北陸地方整備局用地部用地第一課 ０２５－２６６－１１７１（代表）

中部地方整備局用地部用地第一課 ０５２－９５３－８１０５（代表）

近畿地方整備局用地部用地第一課 ０６－６９４２－１１４１（代表）

中国地方整備局用地部用地第一課 ０８２－２２１－９２３１（代表）

四国地方整備局用地部用地第一課 ０８７－８５１－８０６１（代表）

九州地方整備局用地部用地第一課 ０９２－４７１－６３３１（代表）

沖縄総合事務局開発建設部用地課 ０９８－８６６－００３１（代表）

② 受付時間：提出先にお問い合わせ下さい。

③ 相談窓口：提出先にお問い合わせ下さい。

３．手続情報

① 審査基準 ：・補償コンサルタント登録規程

・補償コンサルタント登録規程の施行及び運用について（平成６年

６月２０日建設省経整発第４４号調整課長通達）

② 標準処理期間：９０日

③ 不服申立方法： 行政不服審査法の規定による）（


